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海風薫る果樹のまち陸前高田ワイン・シードル特区

 

都道府県名： 岩手県 

 

申請主体名： 陸前高田市 

区域の範囲： 陸前高田市の全域 

特区の概要： 陸前高田市は、明治初期から果樹栽培が始まった岩手県

内でも最古級の果樹産地であるが、東日本大震災以降、樹

園地の宅地化や、農家の高齢化により果樹生産量が大きく

減少している。 

若手農家を中心に、これまでの果樹栽培に加え、ワイン

及びシードルの醸造販売を行うことで、規格外果実の利用

促進による地域果樹農業全体の収益性改善や、果樹産地と

しての地域ブランド力の向上を図ろうとする気運が高まっ

ている。 

このことから、構造改革特別区域の指定により、果実酒

等の醸造事業者の参入を促進し、果樹産地としての魅力向

上を図る。 

適用される規制

の特例措置： 

709（710,711）：特産酒類の製造事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

陸前高田市産の醸造用ぶどう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

陸前高田市産のりんご 


